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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社においては、企業理念「一人ひかる　皆ひかる　何もかもひかる」に基づき、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、
意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を企業経営の重要課題の一つと位置づけ、取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

松下　剛 17,001,155 43.13

株式会社Mコーポレーション 6,360,000 16.13

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,969,200 10.07

MTG持株会 842,279 2.14

エスカワゴエ株式会社 611,600 1.55

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 578,600 1.47

佐川印刷株式会社 293,600 0.74

本島　一 242,485 0.62

長友　孝二 241,210 0.61

川嶋　光貴 241,180 0.61

支配株主（親会社を除く）の有無 松下　剛

親会社の有無 なし

補足説明

―

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 9 月



業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社グループは、一般の取引条件と同様の適切な条件である場合を除き、支配株主との取引は行わないことを基本方針としております。万が一、
支配株主との取引が見込まれる際には、取締役会等において取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性を十分に検討した上で意思
決定をすることにより、少数株主の利益の保護に努めてまいります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

黒田　武志 他の会社の出身者 ○

大畠　豊 他の会社の出身者 △

井関　新吾 公認会計士

石田　宗弘 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

黒田　武志 　 ○

黒田武志氏が代表取締役を務めるリネッ
トジャパングループ株式会社の株式を当
社は100,000株（0.80％）を保有しており、
同社は当社株式を12,000株（0.03％）保有
しております。この他に黒田武志氏又は黒
田武志氏が代表取締役を務める他の会
社等と当社との間には、人的関係、資本
的関係又は取引関係その他の利害関係
はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れ
のない独立性を有していると判断しており
ます。

＜社外取締役選任理由と当社における役割・
機能＞

黒田武志氏は、リユース事業を中心とする上場
企業の創業者として国内外における幅広い事
業展開と業容拡大を陣頭指揮してきた経験か
ら、企業経営全般における豊富な知見を有して
おります。当社グループの成長と企業価値向
上のため、同氏の幅広い経験及び資質が不可
欠であるとの判断から、当社の社外取締役とし
て選任しております。

＜独立役員該当状況と独立役員指定理由＞

同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(
３)の２に規定する独立性基準のいずれにもあ
たらないこと等から、一般株主の利益保護の役
割を十分に果たすことができると判断し、独立
役員に指定しております。

大畠　豊 ○ ○

大畠豊氏は、2016年2月まで当社の取引
先である豊田通商株式会社に所属してお
りました。ただし、同社との取引実績は当
社の前事業年度連結決算における売上
高の1％未満であり、一般株主と利益相反
が生じる恐れのない独立性を有していると
判断しております。

＜社外取締役選任理由と当社における役割・
機能＞

大畠豊氏は、東証一部上場企業で法務・審
査、企業のリスク管理などの分野において国内
外で管理職を歴任し、その後、常勤監査役も長
年務めるなど、コーポレート・ガバナンスの実践
に相当程度の経験があります。これまでの豊
富な職務経験に裏打ちされた実績と高い専門
性をもとに、当社の監査等委員である社外取
締役として、取締役会の機能強化をはじめとし
てコーポレート・ガバナンスの構築に貢献してき
ました。上記の理由から、今後もコーポレート・
ガバナンスの強化に貢献できると判断し、監査
等委員である社外取締役として選任しておりま
す。

＜独立役員該当状況と独立役員指定理由＞

同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５.
（３）の２に規定する独立性基準のいずれにも
あたらないこと等から、一般株主の利益保護の
役割を十分に果たすことができると判断し、独
立役員に指定しております。

井関　新吾 ○ ○ －

＜社外取締役選任理由と当社における役割・
機能＞

井関新吾氏は、公認会計士の資格を有してお
り、監査法人及び会計事務所での長年にわた
る豊富な経験から、財務及び会計に関する相
当程度の見識を有しております。また、経営に
直接関与することはもとより、アメーバ経営を通
じた経営改善に関する知見及び経験も有して
おります。これらの経験と見識をもとに、当社の
監査等委員である社外取締役として事業の健
全性を指導し、取締役会の機能強化に貢献し
てきました。上記の理由から、今後もコーポ
レート・ガバナンスの強化に貢献できると判断
し、監査等委員である社外取締役として選任し
ております。

＜独立役員該当状況と独立役員指定理由＞

同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５.
（３)の２に規定する独立性基準のいずれにもあ
たらないこと等から、一般株主の利益保護の役
割を十分に果たすことができると判断し、独立
役員に指定しております。



石田　宗弘 ○ ○ －

＜社外取締役選任理由と当社における役割・
機能＞

石田宗弘氏は、弁護士の資格を有しており、企
業法務を専門とする法律事務所におけるパー
トナーとしての長年の経験から、企業法務全般
に相当程度の知見を有しております。特に企業
のファイナンス、M&A、IPO等に精通するととも
に、コーポレート・ガバナンス、企業のコンプラ
イアンスを含む幅広い領域における専門的な
知識及び経験に基づき複数の企業で監査役を
歴任しております。これらの実績から過去に社
外役員となること以外の方法で直接会社経営
に関与した経験はありませんが、企業経営の
健全性確保と事業発展に貢献できると判断し、
監査等委員である社外取締役として選任して
おります。

＜独立役員該当状況と独立役員指定理由＞

同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５.
（３)の２に規定する独立性基準のいずれにもあ
たらないこと等から、一般株主の利益保護の役
割を十分に果たすことができると判断し、独立
役員に指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会事務局を設置し、使用人を配置しております。当該使用人の任命・異動・評価等、人事に関す
る決定には、監査等委員会の同意を要することとしております。また、当該使用人の業務執行取締役からの独立性及び監査等委員会からの命令
の実行性を確保するため、当該使用人は取締役等（監査等委員である取締役を除く）の命令を受けないこととしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、会計監査若しくは内部監査の状況や結果を監査等委員会で報告する等、相互に情報を共有する
機会を設けております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役



報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は取締役会における取締役等の指名及び報酬等の意思決定プロセスの公正性・透明性・客観性の確保と説明責任を強化し、コーポレート・
ガバナンスの充実を図るため、2021年９月より取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

当委員会は当社の取締役会規程に基づき、任意の委員会として設置しており、その構成に関しては、3名以上の委員で構成し、そのうち過半数を
独立社外取締役とすることとしております。

また、現在の委員会の構成は、委員が3名、そのうち独立社外取締役が2名となっており、独立社外取締役を委員長として運営をしております。

当委員会は、取締役の選任及び解任を含む指名に関する事項、取締役の個人別の報酬等の決定方針（以下、「役員報酬の決定方針」という。）を
含む報酬に関する事項等について取締役会へ答申することとしております。前事業年度においては8回開催され、取締役及び執行役員の選解任
及び報酬に関する取締役会の諮問に対して答申を行った他、執行役員制度、役員報酬制度の改定に関わる検討等を実施しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

社外取締役は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準に基づき、会社外部の立場から広くステークホルダーの視点で意見をすることが
でき、かつ当社グループの業務に有用な知見を有する多様な人材を選任しております。なお、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役
員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は業績向上に対する役職員の意欲や士気を高めることを目的として2016年度及び2017年度にストックオプションを発行しております。

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して、業績連動報酬としての賞与及び当社の中長期的な業績と企業価値の持続的
な向上、株主の皆様と同じ視点での価値共有の促進を目的とする長期インセンティブとして、株式報酬を支給することとしております。業績連動報
酬としての賞与及び株式報酬の詳細は、「Ⅱ-１.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」の「報酬の額又はその算定方法の決定方
針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

―

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。なお、有価証券報告書におきまして、役員区分ごと
の総額を開示しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、役員報酬の決定方針を指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により以下のとおり定めております。

（１）基本理念

当社は企業理念「一人ひかる 皆ひかる 何もかもひかる」の実現に向けた企業活動を行います。

　「一人ひかる」の「一人」とは従業員個人であり、従業員一人ひとりが夢を持ち、明るく前向きにひかり輝く素晴らしい人生を歩めることを大切にし
ます。「皆ひかる」の「皆」とは、全従業員、株主様、お客様、そしてパートナー企業様を指します。「何もかもひかる」の「何もかも」とは社会全体を指
し、持続可能な地球環境への配慮はもちろん、人類社会の進歩発展に貢献し、世界中の人々の生活を健康で美しく豊かにすることを目指します。

　このような企業理念の実現に向け、役員の積極的な挑戦とコーポレート・ガバナンスの向上を促進し事業の持続的成長の原動力となる役員報酬
制度であることを目的とします。

（２）基本報酬を含む報酬等の額の決定に関する方針

役員報酬の水準は、役員報酬の基本理念及び当社の経営における各取締役の役割と責任に基づき設定します。報酬水準の検討に際しては、当
社の経営環境や外部調査機関による報酬市場データ（当社と同規模企業群の報酬水準）をもとに分析を行ったうえで、指名・報酬委員会において
その妥当性を検証のうえ設定しています。

　当社におけるあらゆるステークホルダーとの意識共有を促し、短期及び中長期の業績向上にバランスよく指向する報酬制度とするため、取締役
（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬、業績連動賞与、株式報酬によって構成することとしています。

　社外取締役及び監査等委員である取締役については、経営の監督機能という役割と独立性を考慮し、基本報酬のみとしています。

　なお、取締役には退職慰労金を支給しません。

基本報酬

　基本報酬は取締役の役位、管掌範囲及び職務に応じた適切な水準で設定するとともに、これらに変更もしくは外部環境の変化が生じた場合に、
適宜見直しを行うものとします。

　基本報酬は毎月現金で支給します。

業績連動賞与

　業績連動賞与は短期インセンティブとして位置付け、当社グループの単年度連結売上高、利益の計画達成度及び役員の業績等を考慮した形で
決定し、及び変動報酬の中間値に対して0％（不支給）から200％までの範囲で決定します。

　業績連動賞与は毎月現金で支給します。

株式報酬

　株式報酬は当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上、株主の皆様と同じ視点で価値共有を促進することを目的とする長期インセン
ティブとして、報酬総額の一定割合を譲渡制限付株式（リストリクテッド・ストック）にて支給します。

（３）報酬決定のプロセス

当社は、役員報酬の決定方針を、社外取締役（独立役員）を委員長とし社外役員が過半を占める指名・報酬委員会が審議し、取締役会に答申し、
取締役会はその答申を尊重して決議することとしています。

　この報酬決定方針に基づき、毎年度、指名・報酬委員会で役員報酬体系を検討し、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬の割合と算出方法の
妥当性を市場動向なども踏まえて検証することとします。

　また、各年度の取締役の報酬も同様に、報酬決定方針に基づき設計された具体的な報酬体系・指標に基づき、指名・報酬委員会の審議・答申
のもと、取締役会にて決定することとします。なお、取締役の業績連動賞与算定に必要となる業績評価・定性評価等については、指名・報酬委員
会が実施することとします。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役は、必要があるときはいつでも、業務執行取締役、執行役員並びに従業員に対して説明もしくは報告を求めることができる体制を整備
しております。なお、取締役会上程議案については取締役会事務局より社外取締役へ事前の資料提供を行い、必要に応じて補足説明を実施して
おります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）業務執行

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名、監査等委員である取締役3名、合計7名で取締役会を構成しており、そのうち社外取締役
を4名選任しております。社外取締役は東京証券取引所の定める社外役員の独立性基準及び会社法上の独立性の要件に基づき選任しておりま
す。当社の取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎
月1回定期開催し、また、必要に応じて適宜開催しております。取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款で定められた事項の
他、社内規程に則った経営上の重要事項及び取締役会の諮問機関からの報告又は答申を受けた事項に関し、審議及び決議を行っております。
また、取締役から業務執行状況及び経営上の重要事項の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。

（２）監査・監督

監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名（うち常勤監査等委員1名）で構成しております。原則月1回開催する監査等委員会の他、重要



な会議への出席等を行い、取締役の業務執行を監視・監督しております。会計監査は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結しており、

会社法及び金融商品取引法に基づく監査が実施されます。

（３）指名及び報酬決定

指名・報酬委員会は当社の規程に基づき3名以上の委員で構成し、そのうち過半数を独立社外取締役とすることとしております。現在の委員会の
構成は、委員が3名、そのうち独立社外取締役が2名となっており、独立社外取締役を委員長として運営をしております。

指名・報酬委員会は、取締役候補の選定を含む指名に関する事項、取締役の個人別の報酬等の決定方針（以下、「役員報酬の決定方針」とい
う。）を含む報酬に関する事項等について取締役会へ答申することとしております。前事業年度においては８回開催され、取締役候補の選定、執
行役員の選解任及び報酬に関する取締役会の諮問に対して答申を行った他、執行役員制度、役員報酬制度の改定に関わる検討等を実施してお
ります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しています。当社は同体制を採用することに
より、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上に努めております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 決算業務の早期化に努め、株主総会招集通知の早期発送に取り組んでまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主が参加できるよう、株主総会日の設定に関しては集中日を避けるよう留意
しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお
ります。

招集通知（要約）の英文での提供
英語版の要約した招集通知を作成し、自社ホームページ及び機関投資家向け議決権電
子行使プラットフォームへ掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページに掲載しております。

URL:https://www.mtg.gr.jp　　

個人投資家向けに定期的説明会を開催 必要に応じて検討してまいります。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を、本決算及び第2四半期決算発表
時の年2回開催しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
アジアの海外機関投資家を中心に、個別訪問、Web会議等を随時実施してお
ります。

あり

IR資料のホームページ掲載 URL:https://www.mtg.gr.jp

IRに関する部署（担当者）の設置
経営企画室長がIR担当執行役員を担い、経営企画室内にIR部を専任部署とし
て設置しております。



その他

【個別面談対応】

個別の面談申込みにつきましては、合理的な範囲で前向きに対応してまいりま
す。

【決算説明会の動画配信】

当社にて開催した決算説明会の様子は、当社ホームページにて動画で配信し
ております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の企業理念である「一人ひかる　皆ひかる　何もかもひかる」を実現するために、主体
的に遵守する基本原則として、コンプライアンスマニュアルを策定し、社員はもとより、取引
先、お客様、業界、世の中、株主の皆様のための環境づくりを行い、地球環境、地域社会
への影響に常に配慮した企業活動を行うことを定めております。また、役員及び全従業員
への定期的なコンプライアンス研修を通じ、周知啓発に努めてまいります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社のHYGIENE領域（衛生関連事業）において、水道水から簡単・手間なく高機能除菌水
を生成することのできる「e-3X」を、衛生対策に役立てていただくため、2023年9月に「こども
食堂」へ寄付致しました。

今後も世の中の安心安全と、健やかな生活の営みに貢献する活動に積極的に取り組んで
まいります。

また、グループ会社「五島の椿株式会社」においては、長崎県五島列島に古来、自生する
五島椿を活用した事業展開を行っております。花や種といった、年に一度の収穫時期に限
られたものだけでなく、葉、枝、果皮、そして五島市商工会が発見した「五島つばき酵母」を
使用した製品開発を行い、また、五島列島の歴史、文化に至るまで、あらゆる側面から調
査・研究を実施し、知られざる力を発見することで、新たな事業創発を目指しております。

過疎化と高齢化が進む五島列島において、その価値を高め、広く知っていただくことによ
り、UIターン者の誘致と、雇用を増やし、列島全体の活性化を継続的に支援してまいりま
す。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社では、適時開示運用ガイドラインにおいて、金融商品取引法及び証券取引所の定め
る適時開示等に関する規則に従って、情報公開を行うこと、また、適時開示規則に該当し
ない情報であっても、株主や投資家にとって必要であると思われる情報については、積極
的に公開することとしております。また、特定の機関または個人に対して、未公表の重要情
報を選択的に開示することを避け、フェアディスクロージャールールに従って公平かつタイ
ムリーな情報開示に努めるとともに、重要な会社情報が生じた場合は、証券取引所に対し
遅滞無く報告し、併せて一般への開示を適時に行うことを基本方針に定めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムの基本方針

当社は、取締役会で次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推
進に努めております。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ　当社は、法令、定款、社内規程等及び社会一般の規範を遵守した事業活動を行うため、行動準則として「コンプライアンス憲章」を定め、コンプ
ライアンス意識の徹底を図るとともに、モニタリングを含む実効的な体制を構築し、運用する。

ⅱ　当社は、内部通報制度の運用により、違法行為、不正行為等に対する自浄作用の向上を図る。

ⅲ　当社は、内部監査室を設置し、監査等委員会、会計監査人とも連携し、内部監査を独立の立場で実施する。また、随時、問題点や今後の課題
などを代表取締役社長に報告する。

ⅳ　当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求等を受けた場合には毅然たる態度で対応する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ　当社は、「文書管理規程」等に則り、各種議事録及び取締役の職務の遂行に係る情報を文書に記録して保存及び管理する。

ⅱ　取締役、監査等委員会及び内部監査室は、これらの文書を必要に応じて閲覧することができる。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ　当社は、「リスクマネジメント規程」等に則り、リスクマネジメント活動を統括する機関として、リスクマネジメント委員会を設置する。

ⅱ　リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメントの状況を検証するとともに、新たなリスクの判明等の状況に応じてリスクマネジメントの見直しを
行う。また、これらの活動は定期的に取締役会等に報告する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ　当社は、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。また、重要事項については、事前に経営会議等で方針の審議を行う。

ⅱ　当社は、「業務分掌規程」「職務権限規程」等に則り、部門長がその責任範囲と権限において、取締役会の決定に基づく業務執行を行う。

（５）財務報告の適正性を確保するための体制

信頼性のある財務報告を重視し、「内部統制規程」に基づき、内部統制の整備、運用、評価、改善を継続的に行う。

（６）MTGグループの企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ　当社は、「関係会社管理規程」等に則り、関係会社における経営上の重要な決定事項は当社の取締役会において報告及び決議する。

ⅱ　当社は、内部統制の構築を行い、内部統制に関する協議、情報の共有等が効率的に行われる体制を構築する。



ⅲ　内部監査室は、内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

（７）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する体制、及びその使用人の取締役からの独立性に
関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ　当社は、当該使用人を、内部監査室等に所属する使用人とする。監査等委員会は当該使用人に対し、監査業務に必要な事項を命令すること
ができるものとする。また、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）等の指揮命令は受けないものとする。

ⅱ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び人事本部は、当該使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底する
とともに、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するために必要な時間を確保する。

ⅲ　当該使用人については、監査等委員以外の取締役からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保するため、監査等委員会及び監査
等委員の職務に関し、当該使用人の任命・異動・評価等、人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を必要とする。

（８）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利
な取り扱いを受けないことを確保するための体制

ⅰ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員の出席を通じて職務の執行状況を報
告するほか、その他必要な重要事項を速やかに報告する。

ⅱ　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、公益通報者保護法に基づき、監査等委員会に報告を行ったことを理由として報告
者に対する不利な取り扱いを禁止する。

（９）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ　監査等委員会は代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催する。また、各種会議への監査等委員の出席を確保す
るなど、監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備する。

ⅱ　監査等委員会の職務執行について生じる費用については当社が負担する。また、その費用はあらかじめ定められた手順に則り処理を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対応し、一切関係を持たないこととしています。新規取引先の事前チェック、契約
書等への反社会的勢力排除条項の規定などを行い、反社会的勢力との関係遮断に努めるとともに、不当要求を受けた場合に備え、警察や弁護
士等外部専門機関と連携した体制を整備しています。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社では、持続的な企業価値向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。




